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匿名・流動型犯罪グループの取締りターゲットの実態解明及び捜査等を推進する

 新たな体制の構築について（通達）

匿名・流動型犯罪グループに係る総合対策については 「匿名・流動型犯罪グループに、

係る総合対策の推進について（依命通達 （令和６年８月５日付け警察庁乙刑発第６号ほ）」

か）により示達され、その実態解明・取締り等に関しては 「匿名・流動型犯罪グループ、

対策における重点取組対象事犯の指定及びその実態解明・取締り等の推進について（通

達 （令和６年12月11日付け警察庁丙組二発第17号ほか）及び「匿名・流動型犯罪グルー）」

プの取締りターゲットの指定及び戦略的取締り等の推進について（通達 （令和６年12月）」

11日付け警察庁丙組二発第18号ほか）により、同グループに対し、警察の総力を挙げた戦

 略的な実態解明・取締り等を推進することとされている。

また 「国民を詐欺から守るための総合対策2.0 （令和７年４月22日犯罪対策閣僚会議、 」

決定）が決定され、匿名・流動型犯罪グループの取締り及び実態解明に関し、全国警察が

一体となって更に効果的な実態解明を推進し、同グループの首謀者等を検挙するため、体

 制の強化等を行うことが示されたところである。

このような情勢に鑑み、広域的に資金獲得活動を行う匿名・流動型犯罪グループの中核

的人物等のうち、特に全国的な見地から速やかに活動実態を解明した上で取り締まるべき

対象（以下「取締りターゲット」という ）等への捜査を戦略的・集中的に行うため、同。

取締りターゲットの捜査グループの活動実態も踏まえて、全国警察から捜査員を集めた

 専従体制を警視庁に構築することとしたので、事務処理上遺漏のないようにされたい。

 なお、具体的な運用要領等については、別に定める。


